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募集要項に関する質問 

 

（平成１５年８月８日締め切り） 

整理 

№ 
質問箇所 項    目 質 問 内 容 回 答 

１ Ｐ１ 募集要項の概要 今後の質疑応答等の結果を受け｢要求

水準書｣が確定すると理解するが、具

体的な確定予定時期を提示されたし。

提案直前における条件の変更は事業

者として対応が難しく、重大な変更に

関しては十分な期間を持たれたし。 

 

第二次募集要項等の送付時を予定

しています。ただし、第二次募集要

項への質問回答による修正、誤植に

よる訂正等は行います。 

２ Ｐ１ 

２－（４） 

事業目的 ひとつの事業者にて４校一括で本事

業を行うことに関し、市としてどのよ

うな点に期待しているか。 

 

建設や維持管理におけるスケール

メリットを活かした事業の効率化

を期待しています。 

３ Ｐ１ 

２－（４） 

事業目的 週５日制のもとで育成のために行っ

ている広範な教育活動の具体例を教

示されたし。また、その活動のために

施設計画上必要な設計要件があれば

指示されたし｡ 

 

7 月 30 日開催の説明会で配布の｢平

成15年度学校教育指導方針｣を参考

にしてください。 

４ Ｐ２ 

２－（５） 

事業内容 改修工事を実施した学校において、施

設の瑕疵が明らかになった時、その責

任の所在が元施行業者にあるのか、Ｐ

ＦＩでの事業者であるのかの特定が

困難な場合が想定されるが､この場合

の帰責者の特定に関する市の見解を

示されたし。 

 

特定事業仮契約書（案）約款第 14

条の 2を参照してください。 

５ Ｐ２ 

２－（５） 

事業内容 改修業務について、元施工業者の瑕疵

に起因する場合と、事業者が行った改

修業務の施工に対して発生された場

合の責任分担はどのように考えるか｡

 

特定事業仮契約書（案）約款第 14

条の 2を参照してください。 

６ Ｐ２ 

２－（６） 

小中学校校舎等の

改築及び改修業務 

小中学校校舎等の改築改修業務の中

で、その他これらを実施する上で必要

な関連業務とは具体的に何を指すか｡

 

埋設物調査等です。 

７ Ｐ２ 

２－（６） 

小中学校校舎等の

改築及び改修業務 

 

記載されている近隣対応、対策につい

て、一般的な工事車両の通行等に伴う

騒音、振動、運行径路の安全以外に具

体的に何があるのか教示されたし。 

 

要求水準書（案）第 4及び特定事業

仮契約書（案）約款第 22,49 条を参

照してください。 

８ Ｐ２ 

２－（６） 

事業範囲 校舎等改築施設の所有権移転に関す

る業務とは具体的にどのようなもの

を指すか。 

 

 

施設引渡、鍵引渡、説明書等の交付、

施設の表示登記に関する業務です。
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９ Ｐ２ 

２－（６） 

国庫補助金 補助金申請にかかわる作業が事業者

の業務範囲となっているが、選定事業

者に補助金が支払われないリスク(可

能性)はあるか。また、そのリスクを

事業者が負担することはあるか。 

 

第二次募集要項等において補助金

申請に関わる提出書類を規定する

予定です。事業者が契約書等を遵守

している限り補助金が支払われな

いリスクを負担することはありま

せん。 

１０ Ｐ２ 

２－（６） 

電波障害対策 電波障害の事前調査書があれば公表

されたし。 

 

事前調査書はございません。 

 

１１ Ｐ２ 

２－（６） 

小中学校校舎の改

築及び改修業務 

「所有権移転業務」は具体的には何を

指すのか。事業者による登記業務は発

生するのか。 
 

回答 8を参照してください。 

１２ Ｐ２ 

２－（６） 

小中学校校舎等の

改築及び改修業務 

「近隣対応・対策」について、事業者

の責任範囲は建設工事に関わる場合

だけと考えてよいか。 
 

回答 7を参照してください。 

１３ Ｐ２ 

２－（６） 

小中学校校舎等の

改築及び改修業務 

「国庫補助金交付申請に係る諸作業」

について、当該諸作業の具体的な内容

および必要作成書類項目等を開示さ

れたし。 

 

第二次募集要項等において補助金

申請に関わる提出書類を規定する

予定です。 

１４ Ｐ２ 

２－（６） 

小中学校校舎等の

改築及び改修業務 

四日市市内における、現在のＣＡＴＶ

敷設範囲を示してほしい。示すことが

困難な場合はどこで閲覧・調査等が可

能か教示されたし。 

 

四日市市都市整備公社にて閲覧が

可能です。 

１５ Ｐ２ 

２－（６） 

小中学校校舎等の

改築及び改修業務 

既存施設にアスベスト・PCB などの有

害物質が残存している場合、その具体

的な内容を示されたし。 

 

有害物質はないものと考えており

ますが、残存していた場合の費用負

担は市が行います。 

１６ Ｐ２ 

２－（６） 

電波障害調査・対策 「電波障害調査・対策」について詳細

が要求水準書（案）に示されていない

ので、期間、内容、範囲などを示され

たし。 

電波障害については、四日市市中高

層建築物等の建築に係る紛争の予

防と調整に関する条例を参照して

ください。 

 

１７ Ｐ３ 

２－（６） 

大規模修繕 大規模修繕業務は事業者の業務に含

まないとあるが、事業期間中、仮に大

規模修繕が実施される場合、事業者に

及ぼす影響があれば明記されたし。 

 

特定事業仮契約書（案）約款 50 条

を参照してください。 

 

１８ Ｐ３ 

２－（６） 

校舎等の維持管理

業務 

本事業の改築及び改修に伴い、仮設校

舎等の設置業務が必要になる場合の、

当該仮設校舎等の維持管理業務は、本

事業に含まれるのか。 

また、含まれる場合、維持管理業務の

業務範囲・業務内容はどのようになる

のか。 

 

仮設校舎の維持管理業務は本事業

に含まれます。 

業務範囲は要求水準書（案）資料編 

資料 16 を参照してください。 

善管注意義務をもって適切に維持

管理業務を実施してください。 
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１９ Ｐ３ 

２－（６） 

小中学校校舎等の

改築及び改修業務 

改修対象施設及び現状残存施設にお

いて、(7)事業に必要とされる関連法

令等に照らし、既存不適格な部分は無

いと考えてもよいか。もし、あれば具

体的な内容を示されたし。 

 

既存不適格な部分はありません。 

２０ Ｐ４ 

１－（８） 

債務負担行為 実施方針において､債務負担行為の設

定に関しては平成１５年６月の定例

市議会で議決を受ける予定である旨

記載されているが、その結果について

教示されたし。また、債務負担行為に

は国庫補助金相当分や見合い相当額

を含むのか教示されたし。 

 

国庫補助金相当分や補助金負担見

合額等を加えた額で債務負担行為

の議決を得ています。 

２１ Ｐ４ 

２－（８） 

基本協定書(案) 基本協定書(案)はいつ頃公表される

のか。 

 

平成 15 年 8月 19 日公表済みです。

２２ Ｐ４ 

２－（８） 

事業スケジュール 基本協定書及び事業契約書の案文は

いつ頃開示されるのか。 

 

平成 15 年 8月 19 日公表済みです。

２３ Ｐ４ 

２－（８） 

事業スケジュール 改修施設及び改築施設の供用開始は、

本募集要項Ｐ１７記載の「表１ 完成

確認期限」の翌日との理解でよいか。

また、供用開始日が「完成確認期限」

の翌日より早くすることは審査のう

えで加点要素となるのか。 

 

供用開始日は完成確認日と同日と

し、完成確認期限の範囲で事業者提

案とします。 

審査のうえでの加点要素としてい

ません。 

２４ Ｐ４ 

２－（９） 

維持管理業務の実

施 

市に所有権を移転したのち維持管理

業務を実施するとあるが、市所有権の

移転日から直ちに開始することにな

るのか。 

［P28 5.維持管理開始時（７）との整

合性］ 

 

特定事業仮契約書（案）約款第 40,44

条を参照してください。 

２５ 

 

Ｐ５～７ 応募者の資格要件 

応募者の変更 

協力企業には一切の要件及び規定は

無いものと理解してよいか。 
 

市の行政処分等の行為があった場

合、市として指導、協力企業の変更

を要請することがあります。 

２６ Ｐ５ 

３－（１） 

資格要件 構成員は「設計企業」｢建設企業｣｢維

持管理企業｣だけしか含まれないとい

う印象を受けるが､これ以外の業務を

請け負うＳＰＣへの出資企業も構成

員に含まれると理解してよいか。 

 

ご質問のとおりです。 

２７ 

 

Ｐ５ 

３－（１） 

資格要件 ＳＰＣに出資や劣後融資をする企業

は協力企業といえるか。 

 

協力企業は構成員以外の者で、業務

の一部を受託し又は請け負うこと

を予定している企業です。出資や劣

後融資のみをする企業は協力企業

といえません。 

 



- 4 - 

２８ 

 

Ｐ５ 

３－（１） 

資格要件 ＳＰＣにおいて経理､財務を担当する

企業は、（１）応募者の構成 でいう

協力企業といえるか。 

 

経理、財務を請け負う企業は構成員

又は協力企業となることができま

す。 

２９ Ｐ５ 

３－（１） 

応募者の構成 「応募企業又は、応募グループの構成

員以外の者で、業務の一部を受託し又

は請け負うことを予定している者に

ついても、参加表明書等提出時におい

て協力業者として明記する。」とある

が、通常の建設工事下請け契約業者を

意味するものなのか。もし、そうであ

れば、現時点での特定の下請け業者選

択は難しいと考えられる。 

 

ＳＰＣ・応募企業または構成員から

業務を請け負う企業が協力企業で

す。 

少なくとも、ＳＰＣから直接業務の

一部を受託し又は請け負うことを

予定している協力企業は明記して

ください。 

３０ Ｐ５ 

３－（１） 

応募者の構成 

応募者の資格要件 

応募グループに於いて、例えば施設を

建設する企業が複数であった場合、建

設企業は（Ｐ６ イ 応募者の要件）

を満足する企業1社のみが構成員とな

り、残りの企業は協力企業になると受

け取れるが、構成員と協力企業の違い

を教示されたし。 

 

応募グループに於いて、施設を建設

する企業が構成員として複数にな

ることは可能です。 

構成員は資格審査の対象となり、協

力企業は資格審査の対象となりま

せん。 

３１ Ｐ５ 

３－（１） 

応募者の構成 応募グループの「構成員」と「協力企

業」の差異がわからない。「構成員」

と SPC への出資の有無は関係あるの

か。「構成員」と「協力企業」の差異

を明示されたし。 

 

構成員とＳＰＣへの出資の有無は

関係ありません。 

構成員は資格審査の対象となり、協

力企業は資格審査の対象となりま

せん。 

３２ Ｐ５ 

３－（１） 

応募者の構成 参加表明の提出後、「協力企業」の変

更は認められるか。 
 

P18 (8)業務の委託等を参照して下

さい。 

３３ Ｐ５ 

３－（１） 

応募者の構成 応募者が応募グループである場合、応

募者には協力企業は含まれないとの

理解でよいか。 
 

ご質問のとおりです。 

３４ Ｐ５ 

３－（１） 

応募者の構成 地元経済発展への配慮を期待されて

いるとの記述があるが、その中の 
「応募者・協力企業」とは「応募者又

は協力企業」の意味と解釈すればよい

のか。 

応募者又は協力企業のことですが、

応募者かつ協力企業として地元企

業が参加することを期待します。 

３５ Ｐ５ 

３－（２） 

資格要件 参加表明書提出時から事業者決定ま

での間に、応募グループのうち１社で

も指名停止となった場合、その企業及

びグループは参加資格を失うことに

なるのか。 

 

ご質問のとおりです。 

３６ Ｐ５ 

３－（２） 

施設を設計する者

の要件 

第１０号様式中の実績数の指定はあ

るか。最低いくつ、最高いくつなど 

 

実績数が１つあれば応募者の要件

を満たすものとします。 
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３７ Ｐ６ 

３―（２） 

資格要件 「審査委員会の委員が属する組織、企

業又はその組織､企業と資本面若しく

は人事面において関連がない者であ

ること」とあるが、アドバイザリー契

約やそれに類するサービスを受けて

いる企業の参加も不可となるのか。 

 

 

本事業に関するアドバイザリー契

約やそれに類するサービスを受け

ている企業を不可とします。 

３８ Ｐ６ 

３－（２） 

応募者の制限 資本面若しくは人事面において関連

がない者とは、当該事業においてのみ

でなく、包括的な顧問契約等の締結を

なされている者も含まれるのか。 

 

包括的な顧問契約等の締結がなさ

れている者は含みません。 

３９ Ｐ６ 

３－（２） 

応募者の制限 「アドバイザーのサービスを受けて

いない者」とは、アドバイザー契約や

顧問契約等を結ぶなどによりサービ

ス等を受けていない者と理解してよ

いか。 

 

本事業に関するアドバイザリー契

約を受けていない者とします。 

４０ Ｐ６ 

３－（２） 

応募者の制限 審査委員会の委員の属する組織や企

業等、または委員個人より「アドバイ

ザーのサービスを受けていない者」で

あることも、応募者の資格要件になる

と考えてよいか｡ 

 

応募者の資格要件となります。 

４１ Ｐ６ 

３－（２） 

施設を建設する者

の要件 

ｃ．項末尾に、「但し、複数の企業が

施設を建設する者となる場合は、構成

員に･･･（中略）の者を含むものとす

る。」とあるが、これは「構成員であ

り且つ建設を担当する者」全てが７５

０点以上かつＡランクである必要が

あるとの意味なのか。 
 

少なくとも１社 750 点以上かつＡ

ランクである必要があります。 

４２ Ｐ７ 

３－（４） 

応募者の参加資格

喪失等 

「（２）応募者の資格要件ア.応募者

の制限 ③市から指名停止の措置を

うけていない者であること」「（３）応

募者の参加資格確認基準日参加資格

確認基準日は、平成 15 年７月 22 日と

する。」「（４）応募者の参加資格喪失

等オ.応募者が（２）の要件を満たせ

なくなった場合」とあるが、応募グル

ープ構成員が平成 15 年７月 22 日以

降、「参加表明書・資格審査申請書類

及び第一次提案受付」日までに、四日

市市より指名停止処分を受けた場合、

また、その期間中に指名停止処分が解

除になった場合に応募資格は有るか。

また「優先交渉権者の決定及び公

表」日までの間に、四日市市より指名

停止処分を受けた場合、その時点で参

応募者が平成 15 年７月 23 日以降、

平成 15 年 9月 16 日までに、四日市

市より指名停止処分を受け、その期

間中に指名停止処分が解除になっ

た場合に応募資格は喪失しないも

のとします。 

応募者が平成 15 年７月 23 日以降、

平成 15 年 9月 16 日までに、四日市

市より指名停止処分を受け、その期

間中に指名停止処分が解除しない

場合に応募資格は喪失します。 

優先交渉権者の決定及び公表日ま

での間に、四日市市より指名停止処

分を受けた場合、参加資格は喪失し

ます。 

協力企業については、回答 25 を参
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加資格が喪失するのか。 

協力企業が上記同様、指名停止処分を

受けた場合、応募資格（又は参加資格）

は、どの様に判断するのか。 

 

照してください。 

４３ Ｐ７ 

３－（４） 

応募者の参加資格

喪失等 

優先交渉権者の選定結果が公表され

るまでの間に参加資格を喪失する場

合があるとの記述があるが、それは、

参加資格確認基準日である平成１５

年７月２２日から優先交渉権者の選

定結果の公表までの期間との解釈で

よいか。 
 

回答 42 を参照してください。 

４４ Ｐ７ 

３－（５） 

応募者の変更 応募企業･代表企業の変更は認められ

ないが、協力企業の変更は認められる

のか。 

 

回答 32 を参照してください。 

４５ Ｐ７ 

３－（５） 

協力企業の追加 参加表明書の提出後、協力企業の追加

も認められないのか。 

 

回答 32 を参照してください。 

４６ Ｐ７ 

４－（１） 

提案価格の上限 先般公表された「特定事業選定の選定

について」のＰ３「イ 財政負担額の

比較」の表の中に記載されている「Ｐ

ＦＩ事業として実施する場合」の「財

政負担額（現在価値）」の５，３４３

百万円と本募集要項のＰ７の「４．応

募に関する留意事項（１）提案価格の

上限」に記載されている現在価値ベー

ス（割引率４％）での６，８７０百万

円との金額の差１，５２７百万円はど

のような費用項目によるものなのか。 
 

5,343 百万円はＰＦＩ事業として実

施する場合の市の財政負担額であ

り、市の起債償還を考慮し、市税収

入の調整を行っております。 

6,870 百万円は公共が直接実施する

場合の市の財政負担額から、消費税

を控除し、起債償還の影響を除いて

います。 

４７ Ｐ７ 

４－（２） 

金融上の支援 当選後、日本政策投資銀行から無利子

融資、低利子融資が受けられた場合、

提案時の提案利子との差額に関して

は、事業者の利益になると理解してよ

いか。 

 

ご質問のとおりです。 

４８ Ｐ８ 

４－（２） 

 

補助金制度の活用 国の補助金及び市の見合い相当額は

二次募集要項で明らかにするのか。事

業者は補助金及び見合い負担額の変

更リスクについて、何らかの補完的措

置をコストをかけて講じる必要があ

るため、結果として入札価格が高くな

る｡早急に補助金等の見込み額を提示

し、その金額変動リスクについては市

の負担としていただきたい。 

 

 

一時支払金の支払予定額は第二次

募集要項等で示す予定です。 

金額の変動リスクについては回答 9

を参照してください。 
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４９ Ｐ８ 

４－（２） 

補助金制度の活用

について 

現在、市が想定されている補助金の内

容、金額、受領時期など具体的な事項

を教示されたし。 
 

一時支払金の支払時期については

特定事業仮契約書（案）約款第 55

条を参照してください。金額に関し

ては回答 48 を参照してください。

 

５０ Ｐ８ 

４－（３） 

著作権 「提出書類に含まれる著作物の著作

権は、（中略）応募者と合意のうえで

全部又は一部を無償で使用できるも

のとする。」とあるが、第一次提案書

が第二次提案書受付前に公開される

ことはないと考えてよいか。 
 

ご質問のとおりです。 

５１ Ｐ８ 

４－（３） 

募集要項等の承諾 「本募集要項及び別添資料の記載内

容・条件を承諾したものとみなす。」

とあるが、承諾の対象書類として、実

施方針、実施方針公表時の質疑回答、

および本募集要項公表時の質疑回答

も含まれるべきではないか。 

また、本募集要項にはリスク分担表が

掲載されていないが、実施方針公表時

のリスク分担表が適用されて本要項

が公表されたとの理解でよいか。 

 

承諾する書類は本募集要項、別添資

料、第一次募集要項等に関する質問

回答、基本協定書（案）及び、特定

事業仮契約書（案）とします。 

リスク分担等については平成 15 年

8 月 19 日公表の特定事業仮契約書

（案）を参照してください。 

５２ Ｐ１０ 

５－（１） 

募集及び選定スケ

ジュール 

質問者への共同ヒアリングとはどの

ようなヒアリングなのか。 
 
 

第二次募集要項に対する質問に関

して、市として必要が生じたときに

実施します。 

５３ Ｐ１１ 

５－（４） 

現地確認 一次提案通過者に対する再度現地確

認及び既存建物調査はできるか。 

 

可能です。 

５４ Ｐ１１ 

５－（５） 

参考図の有償配布 第二次募集の際にも参考図の有償配

布は行われるのか｡ 

 

一次提案通過者から要望があれば

配布します。 

５５ Ｐ１１ 

５－（５） 

図面等の閲覧 第二次審査に残った場合、再度図面の

閲覧は可能か。 

 

一次提案通過者から要望があれば

閲覧は可能です。 

５６ Ｐ１２ 

５－（５） 

参考図の有償配布 必要な参考図は、記載された期日以外

においても申し込む事が可能か。 

 

一次提案通過者からの申出は可能

です。 

５７ Ｐ１５ 

７－（１） 

契約の手続き 

 

仮契約が議会で承認されなかったり、

何らかの条件が付された場合の費用

の増加は市側の負担か。また、議決を

得られなかった場合のフローチャー

ト等は作成されているか。 

 

事業契約不調の場合の処理につい

ては、基本協定書（案）第 8条を参

照してください。 

条件を付した場合、協議を行いま

す。 

５８ Ｐ１５ 

７－（１） 

事業契約書(案) 市と事業者の責任分担を記載した事

業契約書(案)はいつ頃公表されるの

か。 

 

平成 15 年 8月 19 日公表済みです。
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５９ Ｐ１５ 

７－（１） 

契約の手続き 事業契約書(案)の示す基本的な条件

の変更は行なわない。」とあるが、各

種質疑回答等との調整及び契約書の

内容の再確認のための協議の場は設

けられると理解してよいか。 

 

ご質問のとおりです。 

６０ Ｐ１５ 

７－（２） 

ＳＰＣへの出資 応募グループの場合、構成員合計の議

決権５０％を超えるものと記載され

ているが、事業開始後においても前述

の条件を満たせば、譲渡可能(換金可

能)と判断してよいか。 

 

基本協定書（案）第 4条を参照して

ください。 

 

６１ Ｐ１５ 

７－（２） 

ＳＰＣの設立 「代表企業は最大の議決権を保有す

る」に関し、(親会社)と（親会社の１

００％子会社）合計で、最大議決権を

保有した場合、この要件を充足すると

みなされるか。 

 

ご質問の場合、代表企業は最大の議

決権を保有する要件を充足しませ

ん。 

６２ Ｐ１５ 

７－（２） 

ＳＰＣの設立 構成員の複数者が、代表者と同数の議

決権を保有した場合、最大議決権を保

有しているものとみなされるか。例え

ば、出資４社の場合、Ａ社(代表企業)

３０％、Ｂ社３０％、Ｃ社３０％、Ｄ

社１０％ 等の場合｡ 

 

ご質問の場合、代表企業は最大の議

決権を保有する要件を充足しませ

ん。 

６３ Ｐ１５ 

７－（２） 

ＳＰＣの設立 ＳＰＣについて事業期間中は移転し

ないとあるが、市内でのオフィスの移

動も認めないということではないと

理解してよいか。 

また、ＳＰＣの設置に関する制約事項

は他に何かあるか。 

 

市内でのオフィスの移動は可とし、

その他制約事項は募集要項を参照

してください。 

６４ Ｐ１６ 

７－（３） 

契約の枠組み 事業契約書（案）が公表されていない

が、事業契約書（案）についての質疑

の機会は設けられると理解してよい

か。 

また、公表の遅れに伴い、参加表明

書・参加資格審査書類・第一次提案書

の受付の日程を遅らせることは、考え

ているか。 

 

8 月 19 日に公表済みで、第一次提案

受付開始までには質問回答も公表

します。参加表明書・参加資格審査

書類・第一次提案書の受付の日程は

第１次募集要項のとおりとします。

６５ Ｐ１６ 

７－（４） 

履行保証保険契約

の締結 

建設期間中の履行保証保険契約を締

結する際、保険始期については、①事

業契約書締結の日 ②工事着手の日

のいずれか。 

履行保証保険契約の保険始期につ

いては、工事着手の日とします。 

６６ Ｐ１６ 

７－（４） 

履行保証保険 履行保証保険は、各校ごとの保険か、

あるいは４校一括の保険か。 

 

各校別の付保となります。 
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６７ Ｐ１６ 

７－（４） 

履行保証保険 履行保証保険を付保する場合、受取人

をＳＰＣとして、保険金受取債権に市

の質権を設定する形でよいか。 

 

特定事業仮契約書（案）約款第 24

条を参照してください。 

６８ Ｐ１６ 

７－（４） 

仮設業務 仮設校舎等の必要が発生した場合、仮

設校舎等の維持管理が業務範囲にな

るが、残存施設等の維持管理は対象外

と考えてよいか。 
その際、要求水準（モニタリング等）

も同等と考えてよいか。 
 

残存施設等の維持管理については

特定事業仮契約書（案）約款第 44

条を参照してください。 

残存施設はモニタリングによる減

額の対象となります。 

６９ Ｐ１６ 

７－（４） 

契約保証金 自ら又は請負業者にて付する契約保

証金の返還日はいつを想定している

ものなのか。 
 

各校別に第2期の完成確認が終了し

た時点で返還手続きを開始いたし

ます。 

 

７０ Ｐ１６ 

７－（４） 

契約保証金 

 

「事業契約上の債務の不履行により

生ずる・・・」とあるが、事業契約上

の債務の不履行とは、改築及び改修業

務に関する債務の不履行という理解

でよいか。 

ご質問のとおりです。 

７１ Ｐ１６ 

７－（４） 

契約保証金 

 

保証金の額は「「解体・撤去作業、改

築業務・改修業務、外構整備業務、仮

設業務（維持管理含む）」に相当する

金額の 10 分の 1以上とする。」とある

が、仮設業務に含まれる維持管理は、

建築物維持管理業務および建築設備

維持管理業務のみと考えてよいか。 

 

仮設業務の維持管理業務範囲につ

いては、要求水準書（案）資料編 資

料 16 を参照してください。 

７２ Ｐ１７ 

８－（１） 

施設の完成確認及

び完成確認期限 

維持管理期間と建設期間が重複して

いる期間があるが、この期間において

事業契約が解除となった場合のペナ

ルティ、施設買取価格、完工した建物

部分の施設整備費の支払に関する市

の見解について示されたし。 

特定事業仮契約書（案）約款第 64

条を参照してください。 

７３ Ｐ１７ 

８－（１） 

施設の完成確認及

び完成確認期限 

市による完成確認は各校舎共何日ぐ

らいの日数を考えているか。また内容

はどのようなものか。また中間検査が

あればその名称と内容を教示された

し。 

 

条件が確認された場合に即日、完成

確認を行います｡ 

特定事業仮契約書（案）約款第 34

条を参照してください。中間検査に

ついては、要求水準書（案）P23(3)

建設期間中業務を参照してくださ

い。 

７４ Ｐ１７ 

８－（１） 

施設の完成確認及

び完成確認期限 

完成確認書交付前に、市が什器・備品

の搬入等を目的に事前使用を行うこ

とがあると書かれているが、所有権移

転前の備品搬入ならびに引越しは、建

物の未使用状態での引渡と認められ

ず、取得税課税のおそれがあるが、ど

う考えているか。 

 

単なる備品の搬入であり、建物の使

用には当てはまらないものと考え

ております｡ 
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７５ Ｐ１７ 

８－（１） 

施設の完成確認及

び完成確認期限 

市の完成確認の為に必要な事業者の

業務内容は、事業契約書(案)にて明示

されるか。 

また、完成確認書の書式についても同

様に明示されるか。 

 

完成確認の為に必要な業務内容に

ついては特定事業仮契約書（案）約

款第 34 条を参照してください。な

お、完成確認書の書式については事

前に明示する予定はありません。 

７６ Ｐ１７ 

８－（１） 

完成確認期限 南中学校改築体育施設に含まれる施

設名称を具体的に教示されたし。ま

た、その中にプール及びプール付属棟

が含まれる場合、完成確認期限を供用

開始時期にあわせる事は可能か教示

されたし。 

要求水準書（案）資料編 資料 3 を

参照してください。 

プール及びプール付属棟は南中学

改築体育施設に含まれ、完成確認期

限は平成17年 12月 31日とします。

７７ Ｐ１７ 

８－（２） 

サービス購入料の

支払い 

サービス購入料１「施設整備業務の対

価に相当する額」に関し、実施方針―

別紙３サービス購入料についての考

え方―（４）サービス購入料の構成に

て示される「開業費」の記述が見受け

られないが、SPC の設立費用等開業費

は含まれている点を確認したい。 

 

市支払の内訳・区分については第二

次募集要項等で示す予定です。 

７８ Ｐ１７ 

８－（３） 

事業契約上の地位 資金調達のための融資契約に伴い、契

約上の地位の譲渡予約契約･譲渡担保

契約等の締結を融資団から求められ

ることが一般的であるが、このような

場合には市の事前の承諾が得られる

と考えてよいか。 

 

金融機関による担保設定について

は、事業の安定的遂行及びサービス

水準の維持が図られるとともに、市

の利益を侵害しないと認められる

場合に承諾を行います。 

 

７９ Ｐ１８ 

８－（４） 

大規模修繕に要す

る費用 

大規模修繕が必要となった場合、費用

は市側負担とあるが、その業務は事業

者側と判断してよいか。 

 

特定事業仮契約書（案）約款第 50

条を参照してください。 

８０ Ｐ１８ 

８－（４） 

大規模修繕に要す

る費用 

「建築物修繕措置判定手法」に明記さ

れていない設備・機器に関する大規模

修繕の可否は、事業者側判断で良いの

か。 

応募者の判断で提案してください。

８１ Ｐ１８ 

８－（４） 

大規模修繕に要す

る費用 

大規模修繕の要否のための調査費用

は、「建築物修繕措置判定手法」に示

された市側負担で良いか。 

 

大規模修繕の要否のための調査費

用を提案価格に含む必要はありま

せん。日常の維持管理業務報告等に

よって市が実施の判断をします。 

８２ Ｐ１８ 

８－（４） 

大規模修繕に要す

る費用 

市は事業期間中における大規模修繕

の実施を想定しているか、それとも、

していないか。 
 

事業期間中、改築施設についての大

規模修繕は想定しておりません。改

修施設については提案内容と整備

後の保全状況を加味して大規模修

繕の実施を判断します。 

８３ Ｐ１８ 

８－（５） 

第三者賠償保険 加入すべき第三者賠償保険の内容に

ついては第二次募集要項等で明示さ

れるのか、それとも事業者の提案によ

るものなのか。 

 

第二次募集要項等に明示します。 
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８４ Ｐ１８ 

８－（５） 

第三者賠償保険の

契約者 

第三者賠償保険は工事請負業者が加

入としてもよいか。 

 

ご質問のとおりです。 

８５ Ｐ１８ 

８－（５） 

保険 維持管理業務で必ず加入すべき保険

はあるか。特に、市側で考える付保内

容を教示されたし。 
 

事業者の提案によります。 

８６ Ｐ１８ 

８－（５） 

保険 市が条件として事業者に付保を求め

る保険は、第三者賠償保険のみと理解

してよいか。 

 

ご質問のとおりです。 

８７ Ｐ１８ 

８－（６） 

市と事業者の責任

分担 

リスク分担表を二次要項で示すとの

ことだが、どのレベルまでのリスク分

担表が示されるのか｡実施方針別表２

程度なのか教示されたし。 

 

平成 15年 8月 19日公表の特定事業

仮契約書（案）を参照してください。

８８ Ｐ１８ 

８－（６） 

市と事業者の責任

分担 

市と事業者の責任分担は事業契約書

(案)によるとされているが、当該案の

示される時期は。 

 

平成 15年 8月 19日公表の特定事業

仮契約書（案）を参照してください。

８９ Ｐ１８ 

８－（６） 

市と事業者の責任

分担 

「市と事業者の責任分担は、事業契約

書（案）による・・」とあるが、事業

契約書（案）は、第一次提案前に提示

されるのか。提示されないのであれ

ば、実施方針の責任分担と理解してよ

いか。 

平成15年 8月 19日公表の特定事業

仮契約書（案）を参照してください。

９０ Ｐ１８ 

８－（６） 

市と事業者の責任

分担 

平成１５年２月４日に公表された「実

施方針」の「別紙２ リスク分担表」

において市と事業者がリスクを分担

する項目（「共通段階／法令の変更／

全ての事業者に影響を及ぼすもの（税

制等）」、「共通段階／不可抗力」、「共

通段階／物価」及び「サービス料支払

関連／金利」）についての分担の考え

方はいつ公表されるのか。 

 

平成15年 8月 19日公表の特定事業

仮契約書（案）を参照してください。

９１ Ｐ１８ 

８－（６） 

市と事業者の責任

分担 

平成１５年２月４日に公表された「実

施方針」の「別紙２ リスク分担表」

における「共通段階／不可抗力」の不

可抗力の定義を教示されたし。 

 

特定事業仮契約書（案）第 1 条を参

照してください。 

９２ Ｐ１８ 

８－（６） 

市と事業者の責任

分担 

平成１５年２月４日に公表された「実

施方針」の「別紙２ リスク分担表」

において「共通段階／第三者賠償」及

び「共通段階／住民問題」において、

事業者が善管注意義務を果たしてい

れば、「共通段階／不可抗力」のリス

クと考えてよいか。 

 

特定事業仮契約書（案）約款第

22,38,49,54 条を参照してくださ

い。 
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９３ Ｐ１８ 

８－（６） 

市と事業者の責任

分担 

対象校４校における土地の瑕疵（土壌

汚染、公表資料からは読み取れない地

中埋設物の存在等）に関するリスクは

市にあると考えてよいか。 

 

特定事業仮契約書（案）約款 21 条

及び14条の2を参照してください。

 

９４ Ｐ１８ 

８－（７） 

債権の取り扱い 事業者が市に対して有する債権に質

権を設定する場合、及びこれを担保す

る場合には事前に市の承諾を得るこ

と（市は本事業の実施に影響が生じる

と合理的に判断する場合は承諾しな

い）とあるが、合理的に判断する場合

とは具体的にどのような場合を想定

しているのか。 

 

金融機関による担保設定について

は、事業の安定的遂行及びサービス

水準の維持が図られるとともに、市

の利益を侵害しないと認められる

場合に承諾を行います。 

 

９５ Ｐ１８ 

８－（７） 

債権の質権設定及

び債権の担保提供 

本事業に対して融資を供与する金融

機関が、プロジェクトファイナンス組

成のため、事業者が市に対して有する

債権並びに事業契約に対して担保権

を設定することは承諾されるか。 

 

回答 94 参照してください。 

９６ Ｐ１８ 

８－（７） 

事業契約上の債権

の取り扱い 

資金調達のための融資契約に伴い、事

業契約上の債権に対する質権設定契

約・譲渡担保契約等の締結を融資団か

ら求められることが一般的であるが、

このような場合には市の事前の承諾

が得られると考えてよいか。 

 

回答 94 参照してください。 

９７ 

 

Ｐ１８ 

８－（７） 

債権の質権設定及

び債権の担保提供 

債権の質権設定及び担保提供は、事業

実施に影響が生じると合理的に判断

する場合は承諾しないとあるが、具体

的にどのような場合に承諾拒否の立

場をとるのか。 

 

回答 94 参照してください。 

９８ Ｐ１８ 

８－（９） 

埋蔵文化財の調査

について 

埋蔵文化財調査が必要になった場合

のコストは二次募集の提案金額に含

めなくても良いという解釈でよいか。

 

埋蔵文化財調査の要否は第二次募

集要項等で示します。調査が必要と

なった場合、費用及び調査期間を含

めた提案を行っていただく予定で

す。 

 

９９ Ｐ１８ 

８－（９） 

埋蔵文化財の調査

について 

実施方針に関する質問回答集の整理

番号２２番で回答されている「事業者

の業務範囲とし、調査に関する費用、

工期等のリスクは市が負担する」とあ

るが、万が一そのような事態になった

場合、市が負担する費用は当該調査費

用のみならず、資金調達上のコストを

含めた事業費全体コストが対象とな

るとの理解でよいか。 

 

回答 98 を参照してください。 
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100 

 

Ｐ１９ 

８－（９） 

埋蔵文化財の調査 埋蔵文化財の発掘による工事の変更、

遅れ等のリスクは市にあると理解し

てよいか。 

 

回答 98 を参照してください。 

101 

 

Ｐ１９ 

８－（９） 

埋蔵文化財の調査 富田小学校以外の３校については埋

蔵文化財調査の予定はないのか。それ

とも、埋蔵物の存在によって生じる建

設工事追加費用や期間延長による費

用は市が負担するのか。 

 

 

富田小学校以外の３校については

包蔵区域外であり、文化財調査の予

定はありません。 

102 

 

Ｐ１９ 

８－（９） 

土地の使用等 橋北中学校の敷地に含まれる国有地

の範囲を明示されたし。 

 

 

国有地との境界が明確でないこと

もあり、国との協議は市で実施しま

す。 

103 Ｐ１９ 

８－（９） 

土地の使用等 橋北中学校の東側の現テニス場部分

も敷地の一部として利用することは

可能か。 

 

可能です。 

104 Ｐ１９ 

８－（９） 

埋蔵文化財の調査

について 

埋蔵文化財による着工の遅れ、事業の

変更、事業の中止等のリスクは市にあ

るという理解でよいか。 
 

回答 98 を参照してください。 

105 

 

Ｐ１９ 

８－（９） 

土地の使用等 橋北中学校において計画道路を工事

用道路として使用するための交渉に

ついては事業者が道路管理者と行う

と考えてよいか。 

 

ご質問のとおりです。 

106 Ｐ１９ 

８－（９） 

土地の使用等 橋北中学校敷地の一部（国有地）とは

どの部分か、示されたし。 
また、建築基準法上同一敷地として捉

えると考えてよいか。 
 
 

国有地の部分に関しては、回答 102

を参照してください。 

建築基準法上、同一敷地と捉えてく

ださい。 

107 

 

Ｐ１９ 

９－（２） 

協議会の設置 

 

 

当協議会の設置時期はいつ頃か。 特定事業仮契約締結と同時に設置

する予定です。 

108 

 

 

Ｐ１９ 

９－（２） 

協議会の設置 協議会の意思決定方法はどのような

ものを考えているか。（全会一致か多

数決か） また、協議会において決定

された事項の対外的な効力は、事業契

約に準じるものと考えてよいか｡ 

 

 

協議会については特定事業仮契約

書（案）約款第 71 条を参照してく

ださい。また、意思決定の方法等に

ついては協議会で決定する予定で

す。 

109 

 

Ｐ１９ 

９－（２） 

協議会の設置 協議会には、「必要に応じて」、発言権

を持たないオブザーバー的な企業そ

の他の出席は可能となるのか。 
 
 

回答 108 参照してください。 
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110 

 

Ｐ２０ 

９－（４） 

融資団との協議 ｢市は本事業に関して、事業者に融資

する融資団と概ね以下の事項を協議

することがある｣とあるが、記載の事

項等に関して、市と融資団との協議で

はなく、両者間で直接契約を締結する

という認識でよいか。 

 

融資団と協議が調えば、協定を締結

することもあり得ます｡ 

111 

 

Ｐ２０ 

10－（１） 

参加表明書・参加資

格確認書類 

提出方法（ホッチキス綴じ、ファイル

綴じ、等）を明示されたし。 

 

ファイル綴じとします。 

112 

 

Ｐ２０ 

10－（１） 

第一次提案書類 提出方法（ホッチキス綴じ、ファイル

綴じ、等）を明示されたし。 

 

ファイル綴じとします。 

113 

 

Ｐ２１ 

10－（１） 

維持管理業務提案

書 

大規模修繕業務は事業者の業務に含

まないとされているが、提出する長期

修繕計画書には大規模修繕計画を含

むものとされている。どのような審査

がなされるのか。 

 

事業期間中は改修施設への提案、事

業終了後は改築施設を含めた提案

に対して、事業コストや市と事業者

の費用負担の考え方が適切かを審

査します。 

 

114 

 

 

Ｐ２１ 

10－（１） 

 

参加表明書･参加資

格確認書類 

設計･建設･維持管理以外の業者は入

札参加資格者名簿への登録が要件と

されていないが、事業全体のマネジメ

ント、会社管理業務を担当する企業、

は外部コンサルタント等の応募会社

は入札参加者名簿の登録を証する書

類の提出は不要と理解してよいか。 

 

ご質問のとおりです。 

115 

 

Ｐ２１ 

10－（１） 

維持管理業務提案

書 

大規模修繕は市側負担となっている

が、大規模修繕の考え方とは具体的に

何を示すのか。 

例えば、ＬＣＣの検討期間や、大規模

修繕の範囲等の考え方を示せば良い

のか。 

 

ＬＣＣの検討期間や、事業終了後に

必要となる大規模修繕についての

考え方、市と事業者の費用負担の考

え方等を示してください。 

116 

 

Ｐ２１ 

10－（１） 

維持管理業務提案

書 

長期修繕計画書（大規模修繕計画を含

む）と記載にあるが、対象は改修部・

改築施設のみと考えてよいか。［残存

施設は対象外か］ 
 

残存施設も対象としております。 

117 

 

Ｐ２１ 

10－（１） 

維持管理業務提案

書 

ｃ 長期修繕計画書（大規模修繕計画

を含む）とあるが、 

・大規模修繕の説明（要求水準書

（案）第５維持管理業務総則 ３業

務の実施（６）用語の定義キ大規模

修繕）以外に、市の指針等はあるか。

 大規模修繕に対し共通の認識事項

が無いと、各社の取り扱いの違いによ

りＶＦＭへの影響が出てくると思わ

れる。 

要求水準書（案）６ページの「建築

物修繕措置判定手法」（建築保全セ

ンター）によるものと考えておりま

す。 
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118 

 

Ｐ２１ 

10－（１） 

維持管理業務提案

書 

要求水準書（案）において、事業者の

事業範囲に大規模修繕は含まないと

明記されているものの、提出する長期

修繕計画書には「大規模修繕計画を含

む」と指示がある。大規模修繕計画に

ついての記述を求めることはどのよ

うな目的からか。 

回答 113 を参照してください。 

119 

 

Ｐ２１ 

10－（１） 

維持管理業務提案

書 

第二次提案において長期修繕計画書

の中で大規模修繕について提案を求

めるものと理解できるが、本募集要項

には、大規模修繕は事業者の業務には

含まず、かつ、費用・リスク負担は市

であるとの記述もある。 
大規模修繕に関する市の考えを示さ

れたし。（イニシャル重視なのか、ラ

ンニング重視なのかなど） 
 
 

回答 82,113 を参照してください。

120 Ｐ２２ 

10－（１） 

事業計画提案書 ＰＦＩ事業参加実績表の提出を求め

られているが、実績の有無は審査にお

いて大きな加点(減点)の要素となる

のか。 

 

審査の参考としますが、加点（減点）

の対象とはしません。 

121 Ｐ２２ 

10－（２） 

提案書作成要領 ｢文章を補完するための図表･概念図

等、最小限の範囲で使用できるもの｣

の基準があれば提示されたし。 

 

 

審査は文章を中心に行います。 

122 Ｐ２２ 

10－（２） 

提案書作成要領 提案書への書き込みに対し、文字のポ

イントの指示はあるか。 

 

ポイントの指定はありません。 

123 Ｐ２２ 

10－（２） 

提案書作成要領 提案書の文字、概念図等に着彩してよ

いか。 

 

着彩についての制限はありません。

124 Ｐ２２ 

10－（２） 

提案書作成要領 ｢設計図は使用しないこと｣とあるが、

文章を補完するための簡単な間取り

図、ゾーニング図、ブロック図を使用

してよいか。 

 

間取り図、ゾーニング図、ブロック

図は不可です。 

125 Ｐ２２ 

10－（２） 

提案書作成要領 ｢模型(写真)、完成予想図は使用しな

いこと｣とあるが、文章を補完するた

めの簡単なイメージスケッチ、スタデ

ィ模型（写真）を使用してもよいか。

 

 

イメージスケッチ、スタディ模型

（写真）は不可です。 

126 Ｐ２２ 

10－（２） 

提案書作成要領 提案書類の綴じ方については、A-4 フ

ァイル綴じにて受理されると考えて

よいか。 

 

ご質問のとおりです。 



- 16 - 

127 Ｐ２３ 

 

 

 

 

 

サービス購入料 サービス購入料の年４回の支払いは 

市側にも事業者側にも大きな事務コ

ストとなり、年２回の支払いにした方

が双方のメリットが大きくなると考

えられるが､見直しの検討は行われな

いのか｡ 

 

ご意見として承ります。 

 

 

 

 

 

128 

 

Ｐ２３ 

 

施設整備のサービ

ス対価 

一時支払金・サービス購入料１、サー

ビス購入料２の対象業務が表１にて

規定されているが、その内容としては

実施方針に示されたものに準じるも

のとして理解してよいか。また、実施

方針に関する質問回答で｢提示された

構成以外の提案も可能｣と記載されて

いるが、事業者の事業収益の一部をサ

ービス購入料１の内容とする提案も

可能という理解でよいか。 

 

 

市支払の内訳・区分については第二

次募集要項等で示す予定です。 

129 

 

Ｐ２３ 

１ 

施設整備業務の対

価 

「改築及び改修業務の対価に相当す

る額を一時支払金とサービス購入料

１として支払うものとする」とある

が、一時支払金についてもサービス購

入料と同様に、ＳＰＣの割賦売上高の

対象になると考えてよいか。（一時支

払金とサービス購入料の合計額がＰ

ＦＩ事業の割賦売上高になるのか、サ

ービス購入料１だけが割賦売上高に

なるのか。） 

 

事業者が判断してください。 

130 

 

Ｐ２３ 

１ 

サービス購入料１

の対象業務 

募集要項では、サービス購入料１の対

象業務として｢開業費｣という文言が

明示されていないが、ＳＰＣの設立及

び契約等にかかる一連の開業関連費

も含まれていると考えてよいか。（含

まれる場合には、どの業務の中に含ま

れるのか明示されたし） 

 実施方針では、サービス購入料の内

容として｢設計･建設及び開業費｣が挙

げられている｡ 

 

回答 128 を参照してください。 

131 

 

Ｐ２３ 

１ 

施設整備のサービ

ス対価 

サービス購入料２については当募集

要項Ｐ２５にて「公租公課の負担、会

社運営等の間接的な業務に対する対

価も含むもの」とあるが、サービス購

入料１にも、初期投資額としての開業

費等が含まれるのではないか。 
 
 

回答 128 を参照してください。 
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132 

 

Ｐ２３ 

１－（１） 

一時支払金 一時支払金の支払予定額は第二次募

集に示すとあるが、一時募集時に資金

調達についての提案が求められてい

る。具体的な提案をするためにも、早

い時期での金額提示はできないか。 

 

 

第二次募集要項等で示す予定です。

133 

 

Ｐ２３ 

１－（１） 

一時支払金 一時支払金及びサービス購入料１の

支払時期は、事業者の提案により変動

するか 

 

 

一時支払金の支払時期は事業者提

案により変動しますが、サービス購

入料1の支払時期は、変動しません。

134 Ｐ２３ 

１－（２） 

サービス購入料 サービス購入料１の支払分の中には、

弁護士費用やＳＰＣ設立費用などの

開業関連費を含むものと考えるが、開

業関連費を基準金利１，２のどちらに

参入をして市から支払いを受けるか

は､事業者サイドで判断すると理解し

てよいか。 

 

事業費に応じて按分していただく

方針ですが、提案方法については第

二次募集要項等で示す予定です。 

135 Ｐ２３ 

１－（２） 

サービス購入料 サービス購入料支払いを開始する時

期が学校別に２回目の完成確認後と

なっているが、第２期（改築工事）の

完成確認後と理解してよいか。 

 

 

ご質問のとおりです。 

136 Ｐ２３ 

１－（２） 

サービス購入料１ サービス購入料１については請求書

の提出についての記載がなく、支払時

期欄には日付が記載されていること

から、スケジュール通りに自動的に支

払われるということでよいか。 

 

 

第二次募集要項等で請求手続きを

規定します。 

137 Ｐ２３ 

１－（２） 

サービス購入料１ 「２回目の完成確認」と記載されてい

るが、２回目とは第２期の完成確認の

後と考えてよいか。 

 

 

２回目の完成確認とは第２期の完

成確認のことです。 

138 

 

Ｐ２４ 

表２ 

サービス購入料１

の支払い 

サービス購入料１の支払の説明中の

金額の計算方法を、もう少し簡単に説

明いただきたい。 

 

 

ご意見として承り、第二次募集要項

等で示す予定です。 

139 Ｐ２４ 

１－（２） 

金利 基準金利１・２を適用することは、Ｓ

ＰＣと金融団の融資契約を２本立て

にすることを想定したものと理解し

てよいか。 

 

 

資金調達の方法については事業者

が任意に定めてください。 
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140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ２４ 

１－（２） 

サービス購入料１

の算出方法 

「サービス購入料１は学校別に算出」

とあるが、ＳＰＣの設立及び契約等に

かかる一連の開業関連費がサービス

購入量１に含まれる場合､これらの費

用はＰＦＩ事業全体にかかるもので

あり、学校別に算出することが困難に

なると考えられるが、例えば、学校別

の事業費に応じて按分されるといっ

た対応がなされるのか。 

 

事業費に応じて按分していただく

方針ですが、提案方法については第

二次募集要項等で示す予定です。 

141 Ｐ２４ 

１－（２） 

サービス購入料１

の減額 

サービス購入料１は、減額措置の対象

とならないと考えてよいか。 

ご質問のとおりです。 

142 

 

Ｐ２４ 

１－（２） 

サービス購入料１

の支払 

サービス購入料１の支払いに関し、第

１回～第４５回までの支払いは【（割

賦払い金の２分の１の金額）と金利を

４５回で元利金等返済する額】＋【（割

賦払い金の２分の１の金額）に対する

金利】と記載されているが、後段の

【（割賦払い金の２分の１の金額）に

対する金利】は、日割計算ではなく年

間金利１／４にて計算し、各支払額は

一定となるという理解でよいか。 

 

ご質問のとおりです。 

143 

 

 

 

 

 

Ｐ２４ 

１－（２） 

施設整備のサービ

ス対価 

サービス購入料１の支払いは２回目

の完成確認後に行われることとａは

４月にての支払いと記載されている

が、実際には請求手続き期間を経て支

払われるものと理解してよいか。 

回答 136 を参照ください。 

144 

 

 

 

 

 

 

Ｐ２４ 

１－（２） 

施設整備のサービ

ス対価 

サービス購入料１は１回目の完成確

認と２回目の完成確認にて２回の債

権確定がなされるとすると、例えば、

南中の場合、４月に支払われるサービ

ス購入料１は２回目の完成確認直後

に支払われることになっている。本支

払いには１回目の完成確認から２回

目の完成確認に至るまでの１期工事

分の金利が含まれると考えてよいか｡

また、２期工事分に関しては、１回目

の支払い時には金利は発生せず元本

のみの支払いという理解でよいか。 

 

完成確認の時期は第二次応募者提

案によります。また、質問中｢債権

確定｣の趣旨が不明ですが、１期工

事、２期工事とも完成確認の翌日か

ら支払時期までの金利が発生しま

す。 

 

145 Ｐ２５ 

１－（２） 

金利 基準金利１，２の決定基準日が学校の

最終の引渡日の２銀行営業日前とな

っているが、最終引渡日は募集要項１

７ページの表１の完成確認期限を想

定しているのか。 

 

完成確認の期限は募集要項１７ペ

ージ表１の完成確認期限の範囲で

第二次応募者提案により決定しま

す。 
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146 Ｐ２５ 

２－（１） 

サービス購入料 仮設校舎の維持管理へのサービス購

入料の支払について教示されたし 

 

募集要項２３ページ別紙1表1を参

照してください。 

 

147 Ｐ２５ 

２－（１） 

サービス購入料 サービス購入料２は事業者の提案に

より、支払対象や支払回数が変動する

と理解してよいか 

 

市支払の内訳・区分については第二

次募集要項等で示す予定です。 

支払回数は変動しません。 

148 Ｐ２５ 

２－（１） 

サービス購入料２

の算出方法 

サービス購入料２は「学校別に算出」

「公租公課の負担､会社運営等の間接

的な業務に対する対価も含む」とある

が、特に間接的な業務に対する対価に

ついては、学校別の算出が困難だと考

えられるが､どのような基準で学校別

に算出することを想定しているのか。

 

 

事業費に応じて按分していただく

方針ですが、提案方法については第

二次募集要項等で示す予定です。 

149 Ｐ２５ 

２－（１） 

維持管理業務のサ

ービス対価 

サービス購入料２については、要求水

準が未達の学校部分のみが減額され

るもので、他の学校の維持管理費用に

ついては全額、スケジュール通り支払

われる理解してよいか。 

 

ご質問のとおりです。 

150 Ｐ２５ 

２－（１） 

維持管理業務のサ

ービス対価 

事業者の提案により工事完了･引渡が

早まる場合、サービス料支払時期もそ

れに応じて早まると考えてよいか｡ 

 

変動しません。 

151 

 

Ｐ２５ 

２－（１） 

維持管理業務のサ

ービス対価 

サービス購入料２は事業期間に亙り

学校ごとに第一期、第二期の分類に基

づき、それぞれ毎回定額にて支払われ

るものと理解してよいか。 

 

サービス購入料2の対象となる維持

管理業務については特定事業仮契

約書（案）約款第 44 条を参照して

ください。 

また、第二期の維持管理業務が開始

されたのち、第一期、第二期の分類

は想定していません。 

 

152 Ｐ２５ 

２－（１） 

サービス購入料２

の支払額 

第３回から第８４回のサービス購入

料２ａ、２ｂ、２ｃ、２ｄの各項の支

払額の内容については記入がないが、

それぞれの年の「３月末までの１２ヶ

月を対象とする維持管理業務の対価

に相当する額」との解釈でよいか。 
 

3,6,9,12 月までの各 3 ヶ月を対象

とする維持管理業務の対価に相当

する額とします。 

153 Ｐ２５ 

２－（２） 

完成確認書交付 完成確認書交付時と完了引渡日とは

同一か。又、供用開始日と同一なのか。

 

 

特定事業仮契約書（案）約款第

34,40,41 条を参照してください。 

154 Ｐ２６ 

表５ 

一時支払金の時期 港中学校の一時支払金（第 1 期）は 11

月となっているが、他校 12 月との相

違点を示されたし｡ 

 

他校と同様 12 月とします。 
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155 Ｐ２６ 

２－（３） 

維持管理業務のサ

ービス対価 

サービス購入料２について計算式の

中で、事業者が提案した平成１８年１

２月末までの３ケ月分の４倍を基準

としているが、３ケ月分の当該サービ

ス購入料が平均的な額でないとすれ

ば、算式に正確性を欠くと思われる

が。 

 

学校別に全ての校舎が供用開始さ

れた後は、サービス購入料 2 を平準

化して支払う予定ですが、提案方法

については第二次募集要項で示し

ます。 

サービス購入料2の改定式を特定事

業仮契約書（案）約款別紙 14 に修

正します。 

 

 

 

156 Ｐ２６ 

２－（３） 

サービス購入料２

の改定 

サービス購入料２の改定の算定式に

おいて、ＣＳＰＩｘについて、企業向

けサービス向けサービス価格指数と 

は何であって、この算定式に採用する

のはなぜか。 

 

 

物価の変動に伴う維持管理費の改

定は指標との連続性や改定作業の

効率化を勘案し、企業向けサービス

価格指数（総平均）としました。 

157 Ｐ２６ 

２－（３） 

サービス購入料２

の改定 

サービス購入料２の改定の算定式に

おいて、Ｐについてなぜ、平成１８年

１０月から１２月末までの３ケ月を

対象とするサービス購入料２が基本

数値になるのか。 

 

 

回答 155 を参照してください。 

158 Ｐ２６ 

２－（３） 

維持管理業務のサ

ービス対価 

本規定によると、物価変動の計算は平

成１９年４月からのサービス購入料

２が対象となるが、提案時から平成１

９年３月までの期間における物価変

動は事業者リスクと理解してよいか。

 

 

 

サービス購入料2の改定式を特定事

業仮契約書（案）約款別紙 14 に修

正します。 

159 

 

Ｐ２６ 

２－（３） 

維持管理業務のサ

ービス対価 

サービス購入料２改定の計算式とし

て 

Ｐx＝Ｐ×（ＣＳＰＩa-1／ＣＳＰＩb

）とされているが、Ｐx はＰa の誤り

か。 

 

 

回答 158 を参照してください。 

160 

 

Ｐ２６ 

２－（３） 

維持管理業務のサ

ービス対価 

Ｐx＝Ｐaとすると、毎年４月１日に改

定とすると「ａ－１年度の平均値（ａ

－１年４月からａ年３月末時までの

期間の平均値）はａ年４月１日に入手

可能か。 

 

 

 

 

毎年4月1日に改定するサービス購

入料2の支払は6月末までの3ヶ月

を対象とする維持管理業務の対価

に相当する額であり、各年度初回の

支払に反映することは可能と想定

しています。 
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161 

 

 

Ｐ２６ 

２－（３） 

維持管理業務のサ

ービス対価 

｢企業向けサービス価格指数（総平

均）｣は現在の基準年度‘９５で設定

されており、価格指数の基準年度が変

更されることによりリンク式等での

調整が必要となる｡リンク式の考え方

も記載も併せ、考慮されたし。 

 

基準年度が 2000 年と設定された場

合の接続指数の算出式は以下のと

おりであり、2000 年基準の指数によ

り改定を行います。 

2000 年基準価格指数 

=1995 年基準指数×（2000 年基準の

2000 年平均指数／1995 年基準の

2000 年平均指数） 

新基準年度が設定された場合、新基

準年度の指数により改定を行いま

す。 

 

162 

 

 

Ｐ２６ 

２－（３） 

維持管理業務のサ

ービス対価 

企業向けサービス指数は、消費税を含

むベースにて計算されているが、消費

税の改定が将来行われた場合、どのよ

うに対応することになるのか。 

 

消費税を含むサービス購入料２を

改定式により改定する予定ですが、

第二次募集要項で定めます｡ 

163 

 

 

 

 

Ｐ２６ 

２－（３） 

維持管理業務のサ

ービス対価 

企業向けサービス価格指数は、過年度

修正が加えられることがあるが、過年

度修正の取り扱いはどのようにされ

るのか。 

過年度修正の公表以降、支払対象と

なる維持管理業務の対価に相当す

る額に過年度修正を反映し支払い

ます。 

164 

 

 

 

 

 

募集要項 

Ｐ２６ 

２－（３） 

維持管理業務のサ

ービス対価 

事業期間２０年に亙る物価指数は一

般的に入手困難であり、より一般的に

入手可能な基準による物価変動基準

をお願いしたい。例えば、現状におい

ても２０年前の物価変動指数の入手

は困難である｡ 

 

 

提案にはインフレ率１％を見込ま

ず提案をしていただき、実際の支払

は物価指数の変動により改定しま

す。 

165 

 

Ｐ２６ 

２－（３） 

サービス購入料２

の改定 

「サービス購入料２は、毎年１回４月

１日に、物価変動を勘案して改定をお

こなう。」とあるが、 

 事業試算書提案時において、サー

ビス購入料２についての毎年の

物価変動は、「特定事業の選定に

ついて」（H15.6.26）の 

２ 事業の評価 （１）市の財政

負担見込み額による定量的評価 

ア 市の財政負担額算定の前提条

件  共 通 条 件 ② イ ン フ レ 率

１％を、提案時に見ておく事としてよ

いか。 

 

 

回答 164 を参照してください。 

166 Ｐ２６ 

３ 

サービス対価支払

時期 

表５の港中学校の一時支払金（第一

期）のみ、１ヶ月後支払いなのはなぜ

か。 

 

回答 154 を参照してください。 
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167 

 

 

 

 

Ｐ２６ 

３ 

工事スケジュール

案及びサービス対

価支払い時期 

例えば、サービス購入料１ａは４月に

ての支払いと記載されているが、実際

には請求手続き期間を経て支払われ

るものと理解してよいか。 

回答 136 を参照してください。 

168 Ｐ２６ 

３ 

工事スケジュール

案とサービス対価

支払い時期 

「スケジュール案を示すが、提案が表

5 と異なることを妨げるものではな

い。」とあるが、P17 に「表 1  完成確

認期限」の記載がある。工事スケジュ

ール、完成確認期限は事業者の提案に

よるものと考えてよいか。 

また、提案が可能な場合、各施設の完

成確認期限に関する条件があれば示

されたし。（年度毎の工事出来高等）

 

完成確認の時期は完成確認期限の

年度で、かつ完成確認の期日は募集

要項１７ページ表１の完成確認期

限の範囲です。 

169 Ｐ２７ 基本設計完了時 

実施設計完了時 

基本設計及び実施設計に関する書類

の提出については要求水準書に記さ

れているが、その提出時期(完了時期)

が明確ではなく、提出時期は提案者の

判断(提案)と考えてよいか。 

 

特定事業仮契約書（案）約款第 10 

条第 4 項,12,13 条を参照してくだ

さい。 

170 

 

 

 

Ｐ２７ 

 

基本設計完了時 

実施設計完了時 

工事施工時 

「市の判断による要求に基づき事業

者にて修正すること」となっている

が、市にて判断する際、事業者側の設

計主旨等の内容に関するヒアリング

は行われるのか。 

 

特定事業仮契約書（案）約款第

12,13,27 条に定める通りです。 

171 Ｐ27～28 

４．５ 

工事完了時 

維持管理開始時 

完工検査」、「完工確認」、「完成確認」

の他、要求水準書（案）Ｐ２４～Ｐ２

６にある「竣工検査」、「竣工確認」、｢建

築完了検査｣、「不動産登記及び移転」、

「施工業務完了」等、工事が終了して

から供用開始・一次支払金の支払いに

至るまでの様々な手続きがあり、使用

されている用語が類似しているので、

誤解が生じないように、各用語の定

義、及び工事終了から供用開始・一次

支払金の支払いまでの手続きのフロ

ー、手続きに必要な日数などを明示さ

れたし。 
 

特定事業仮契約書（案）約款を参照

してください。 

172 Ｐ２７ 

１．２ 

基本設計完了時 

実施設計完了時 

「市は要求水準書に従っていない場

合、事業者にその修正を求めることが

できる」とあるが、要求水準書に具体

的に記されていないものは何を基準

にどう判断するか。例えば「ライフサ

イクルコストの削減に向けた各種の

工夫を盛り込むこと」など 

 

要求水準書に記載のないものは提

案書により、提案書にも記載のない

ものは事業者が任意に定めてくだ

さい。 
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173 Ｐ２８ 

３．４ 

工事施行時 

維持管理開始時 

工事における「完工確認」と維持管理

開始時における「完成確認」は、完工

確認後 ５(３)(４)(５) を行い、完

成確認を受けることを前提とされて

いるものなのか。 

それとも、５(３)(４)(５) に関して、

４(４) の完工確認と並行同時作業に

て両者要件具備した段階において、完

成確認を受領できるものなのか。 

また市への施設の引渡はいつの時点

において行えばよいか。 

 

 

特定事業仮契約書（案）約款第

31,34,40 条を参照してください。 

174 Ｐ２８ 

４－４ 

工事完了時 完工確認の結果、設計図書との相違が

判明した場合の是正は完工確認時に

明示されるものと理解してよいか。も

し、完工確認時に明示されない場合、

明示されるまでの期間を事前に設定

できないか。 

 

特定事業仮契約書（案）約款第 31

を参照してください。 

175 Ｐ２８ 

５－（１） 

維持管理開始時 維持管理業務遂行の訓練・研修は事業

者サイドで自主的に行うものと考え

てよいか。教職員との調整はあるか。

また、実施する場合、何処でどの時期

に行えばよいか市側の考えを示され

たし。 
 

維持管理業務遂行の訓練・研修は事

業者が自主的に行ってください。 

教職員との調整について、市は協力

を行います。 

176 Ｐ２８ 

５－（３） 

維持管理開始時 維持管理体制の確認とあるが、何をど

の様に確認するのか。 
通知書の書面による確認になるのか、 
また、確認の際の判断基準はあるの

か。 
 

維持管理体制の確認および基準に

ついては特定事業仮契約書（案）約

款第 33 条を参照してください。 

通知方法については維持管理体制

の確認を含めた完成確認書を交付

します。 

 

177 Ｐ２８ 

５－（５） 

保険証書の写し 完成後の施設賠償、火災保険を示すの

か。その場合、保険は事業者が負担し、

付保するのか。 

 

火災保険を含め市が付保する保険

を第二次募集要項等で公表する予

定です｡第二次提案で事業者が提案

する保険証書の写しを提出してく

ださい。 

 

178 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ３０ 

３．４ 

サービス購入料２

の減額の考え方 

立入検査又は利用者アンケートの判

断によりサービス料が減額されると

あるが、各モニタリング項目をチェッ

クする場合の基準はどの程度と考え

れば良いのか。 
［項目には現実的ではない項目（雑草

無）もあり、減額ありきとも取れる内

容であるが］ 

モニタリング項目は第一次募集要

項別紙 3及び要求水準書（案）資料

編に示す内容とします。 
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179 Ｐ３０ 

３．４ 

サービス購入料２

の減額の考え方 

モニタリングの結果、減額となった場

合の減額原因が市側の都合、いたず

ら・天災等の不可抗力の場合は減額対

象外と考えてよいか。 

 

 

モニタリングの減額については、

P32 4(2) ｴ ② ,P35 4(3) ｳ ①を参

照してください。 

180 Ｐ３０ 

３－（１） 

市によるモニタリ

ング方法 

表２において｢市は必要に応じて市の

費用負担に応じて利用者アンケート

を行う｣とされているが、モニタリン

グにおける利用者アンケートの位置

付け、予定しているアンケートの内容

について教示されたし。 

 

 

位置づけに関しては、P31 4(2) ｲ ｳ

P34 4(3) ｲを参照してください。 

アンケート内容については、必要に

応じてアンケート対象に応じて決

定します。 

181 Ｐ３０ 

３－（１） 

市によるモニタリ

ング方法 

利用者アンケートとあるが、そのアン

ケートの内容は、要求水準書（案）の

資料２２～２７に記載されているモ

ニタリング項目の範囲内で行なわれ

るとの理解でよいか。 
 

回答 180 を参照してください。 

182 Ｐ３０ 

４－（１） 

サービス購入料２

の減額の考え方 

サービス購入料２はＰ２６表５にお

いて 学校毎に第一期工事分、第二期

工事分が設定されているが、これは、

事業期間中にわたり、第一期工事部分

の維持管理業務、第二期工事部分の維

持管理業務、それぞれにモニタリング

が行われ、それぞれ減額等が適用され

るものなのか。 

それとも、平成１８年１２月末度（全

ての維持管理業務が行われた時点）間

ではそれぞれモニタリング、減額規定

等を適用し、平成 18 年 12 月以降に関

しましては、一期工事分、二期工事分

の維持管理業務合計に対し、モニタリ

ングが行われ、減額規定等が適用さ

れ、平成 18 年 12 月以降に関しては、

一期工事、二期工事の区別は不要とな

るという理解でよいか。 

 

 

回答 151 を参照してください。 

183 Ｐ31,33 

34,37 

表 5,7,8,9 

 

維持管理業者の変

更 

施設の利用可能性もしくは維持管理

業務要求水準が達成されない場合の

措置として、維持管理業者の変更をや

むなくされた場合に、維持管理業者が

出資者として事業に参画している場

合、出資者としての取り扱いはどのよ

うになるか。 

 

 

維持管理事業者の変更により、必ず

しも維持管理業者の出資持分の変

更は要しないものとしますが、変更

後の維持管理業者が株式を譲り受

けて株主となることが望ましいと

考えます｡ 
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184 Ｐ31.34 

４ 

サービス購入料２

ＡＢの減額等 

立入検査又は利用者アンケートによ

り、主観的な判断がある場合はどう反

映されるのか。 

 

協議会で協議するものとします。 

185 要 求 水 準

書 Ｐ ３ １

３－（１） 

サービス購入料２

の支払額 

「事業契約書及び実施設計図書に定

められた所要の性能及び機能を保つ

こと」とあるが、学校利用者の責めに

より性能及び機能を保つことができ

なくなる場合も想定され、学校利用者

と事業者の責めの区分をどのよう判

定する予定であるか教示されたし。 
 
 

回答 179 を参照してください。 

186 Ｐ３１ 

４－（２）) 

サービス購入料の

減額 

業務報告書の１つである施設利用報

告書と施設利用可能性報告書の違い

は何か。また、施設利用可能性報告書

で確認となっているが、他に書類を作

成する必要があるか。 

 

 

施設利用報告書と施設利用可能性

報告書とは同一のものを指してお

り、施設利用可能性報告書と訂正し

ます。 

187 Ｐ３１ 

４－（２） 

サービス購入料の

減額 

開校予定日の開校時間中が対象とあ

るが、一般公開諸室の開放時間帯も開

校時間に含むのであれば平日･休日を

含め常に午後９時までの開放時間中

は管理対象時間帯と考えてよいか。ま

た、夏休みや冬休み期間中についても

公開スケジュールは一定か。 

 

 

詳細は第二次募集要項において明

示しますが、事業者の業務時間は、

原則次のとおりと想定しています。

・平日 8:00～21:30 

・休日 8:30～21:30 

   （夏休み等の期間を含む） 

188 Ｐ３１ 

４－（２） 

サービス購入料２

Ａの減額等 

表５において「虚偽の報告が当四半期

以前のものである場合」に当時のサー

ビス購入料２Ａの返還義務が規定さ

れているが、時効の設定がされていな

い。 

本規定を文面どおり解釈すると、維持

管理開始後２０年目に初年度の虚偽

報告が判明した場合、１９年以上前に

受領したサービス購入料２A の返還義

務が SPC に生じることとなる。 

時効の設定を願いたい。 

 

民法その他一般的な法令の規定に

よるものとします。 

189 Ｐ３１ 

４－（２） 

サービス購入料２

Ａの減額等 

モニタリングの結果、減額となりその

減額原因が、市側の都合、第三者によ

るいたずら・天災等の不可抗力の場合

はどうなるのか。 
本項に限らず、サービス購入料２Ｂ等

についても該当すると思われるがど

うなのか。 
 

回答 179 を参照してください。 
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190 Ｐ３１ 

４－（２） 

サービス購入料２

Ａの減額等 

「各学校作成の月間行事予定に基づ

く開校予定日」とあるが、月間行事予

定については、各学校はいつまでに作

成するのか。具体的な規定があれば明

示されたし。ない場合は、現状どのよ

うに作成しているのか具体例を教示

されたし。 

また、参考として、四日市市教育委員

会が定める平成１５年度の標準的な

月別開校予定日数を教示されたし。 

 

 

要求水準書に関する質問回答集別

紙３を参照してください。 

191 Ｐ３１ 

４－（２） 

サービス購入料２

Ａの減額等 

開放施設が使用される時間帯は開校

時間に含まれないという認識でよい

か。 

 

 

開放施設が使用される時間帯は開

校時間に含みます｡ 

192 Ｐ３１ 

４－（２） 

サービス購入料２

Ａの減額等 

標準的な曜日別開校時間帯はどうな

るか。開校時間の具体的な定義を示さ

れたし。 

 

 

回答 187 を参照してください。 

193 Ｐ３１ 

４－（２） 

サービス購入料２

Ａの減額等 

一般公開諸室とは開放施設のことか。

同じものを指すなら、開放施設の使用

時間帯が開校時間外である場合は業

務外となるため、矛盾が生じると思う

が如何か。 

また、異なるものであれば、一般公開

諸室とは具体的に何を指すのか。 

 

 

一般公開諸室と開放施設と同一の

ものを指しており、開放施設と訂正

します。 

194 Ｐ３２ サービス購入料２

Ａの減額 

各施設及び諸室利用可能性未達成日

数において、規定時間に対し３０分以

上の変化が生じた場合、それを１日と

するとあるが、非常に厳しい措置であ

り、３０分以上４時間以内は０．５日

とし、４時間以上は１日と変えられな

いか。 

 

 

第一次募集要項 別紙 3 のとおりと

します。 

195 Ｐ３３ 

４－（２） 

サービス購入料２

Ａの減額等 

協議の結果として、本契約を終了しな

いと判断される場合の維持管理業者

の変更は、各学校別に判断され、維持

管理業者を変更するものと理解して

よいか。また、事業契約の維持管理部

分に関する部分解約は想定されてい

るか。 
 
 

ご質問のとおりです。 
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196 

 

 

 

 

 

 

Ｐ３３ 

４－（２） 

サービス購入料２

Ａの減額等 

市は本契約を終了する権利を有し、協

議会にて協議することとなっている

が、これは協議会の協議結果にかかわ

らず市の解約権を留保し、市の独自の

判断で行使できるものと認識してい

るが、これでよいか。 

ご質問のとおりです。 

197 Ｐ３４ 

４－（３） 

サービス購入料の

減額 

維持管理業務水準の対象は開校予定

日における開校時間中となっている

が、開校時間の定義（時間帯）を提示

してほしい。 

 

回答 187 を参照してください。 

198 Ｐ３４ 

４－（３） 

維持管理業務水準

の確認 

維持管理業務水準における開校予定

日の開校時間は何時から何時までを

指すものなのか。 

 

回答 187 を参照してください。 

199 Ｐ３５ サービス購入料２

Ｂの支払停止 

当四半期のペナルティポイントが２

９点以上１１５点未満と設定された

根拠について教示されたし。 

 

 

お詫びし訂正いたします。 

毎月の要求水準を満たした場合の

総点数２８７点から根拠を求め、 

０～２８点（１０％）,２９～１１

４点（４０％）としております。 

四半期となれば総点数８６１点

から 

０～８６点（１０％）,８７～３４

４点（４０％）となります。 

別紙の表を参照してください。 

 

 

200 Ｐ３５ サービス購入料２

Ｂの減額 

「ペナルティポイントを付与しない

場合」の中に｢本件施設の利用可能性

が確保されていないと既に判断され

ている場合の要求水準等の抵触｣とあ

るが、サービス購入料２Ａが既に減額

されている場合には、サービス購入料

２Ａの減額要因と同様のモニタリン

グ項目における、サービス購入料２Ｂ

の支払のみが確保されるという解釈

でよいか。 

 

ご質問のとおりです。 

201 募集要項 

全般 

 本要項等で、不可抗力に関する規定が

掲載されていないが、事業契約書（案）

等で明示されるものか。 

 

特定事業仮契約書（案）約款第 62

条を参照してください。 

202 募集要項 

全般 

 施設整備業務における瑕疵担保期間

および瑕疵担保範囲に関する考えを

示されたし。 

 

特定事業仮契約書（案）約款 14 条

の 2,43 条を参照してください。 
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事業者選定基準書に関する質問 
 

整理 

№ 
質問箇所 項    目 質 問 内 容 回 答 

１ 事 業 者 選

定基準書 

Ｐ４ 

４－（３） 

第二次提案書総合

審査 

地元経済発展への配慮については、第

一次提案において「地元企業との協力

や雇用、資材調達など、地域の活性化

等に配慮した提案がなされているか」

について１０点が配点されており、第

二次提案にはそのような項目が入っ

ていないが、第二次提案においては、

地元経済発展への配慮については考

慮されていないということなのか。 

 

 

 

第二次提案書総合審査では、地域の

活性化等に配慮した提案を直接的

に評価する項目は設定していませ

んが、第一次提案書に示された地域

の活性化等に配慮した提案をもと

に、評価項目・評価の視点に沿って

より具体化していただくことを期

待しています。 

２ 事 業 者 選

定基準書 

Ｐ５ 

４－（３） 

第二次提案書総合

審査 

「一次提案書の内容と二次提案書に

おいて変更は原則として認めない」と

あるが、一次提案書提出後、よりメリ

ットのある提案内容が出てきた場合、

変更は認められるか。 

 

 

 

 

 

当該変更がある点においてよりメ

リットがあっても、別の点で第一次

提案書審査における評価の低下に

つながることも考えられるため、第

一次提案書審査の評価に影響しな

いような軽微な変更を除き、変更は

認めません。 
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様式集に関する質問 
 

整理 

№ 
質問箇所 項    目 質 問 内 容 回 答 

１ 様式集 

Ｐ７ 

第６号様式 

応募者・協力企業メ

ンバー表 

応募者の称号または名称は、募集要項

Ｐ６に記載されている「市の入札参加

者名簿」に登録されている名称と同じ

と考えてよいか。 

 

ご質問のとおりです。 

２ 様式集 

Ｐ７ 

第６号様式 

応募者・協力企業メ

ンバー表 

本事業における役割は、設計・工事監

理・建設・維持管理から選択するとあ

るが、それ以外に、ＳＰＣへの出資も

しくは融資等の役割をもつ企業があ

る場合、構成員または協力企業として

メンバー表に記載することは可能か。

 

ＳＰＣから設計・工事監理・建設・

維持管理以外の業務を請け負う企

業が構成員となることは可能です。

出資、融資のみを行う企業は、構成

員または協力企業となりません。 

 

 

３ 様式集 

Ｐ７ 

第６号様式 

応募者・協力企業メ

ンバー表 

四日市市以外に本社・本店がある業者

で、営業所等が四日市市にあれば所在

地，商号又は名称、代表者名はその営

業所等で作成してもよいか。 

 

法人登記簿謄本に記載される商号、

所在地、代表者名を記載してくださ

い。 

４ 様式集 

Ｐ７ 

第６号様式 

応募者・協力企業メ

ンバー表 

「構成員または協力企業」の標記欄に

「構成員」であるか「協力企業」であ

るかの明記は必要ないか。 

 

第5号様式に構成員を記載するとと

もに、第 6号様式に構成員・協力企

業の別を記入してください。 

５ 

 

様式集 

Ｐ１２ 

第 9 号様式 

参加資格審査申請

書 

協力企業は、市の入札参加資格者名簿

への登録は必要であるか。（協力企業

は６．の書類は必要か） 

協力企業は市の入札参加資格者名

簿への登録を証する書類の写しを

必要としません。 

 

６ 様式集 

Ｐ１２ 

第９号様式 

参加資格審査申請

書 

事業税の納税証明書は三重県の納税

証明書と理解してよいか。また、提出

する納税証明書は、納税額等証明用

か、未納税額のない証明用いずれか。

それとも両方提出するものか。 

 

本店所在地での納税証明書のこと

です。また、四日市市に納税義務が

ある場合、四日市市の納税証明書を

提出してください。 

納税証明書は未納税額のない証明

用のものです。 

 

７ 様式集 

Ｐ１２ 

第９号様式 

参加資格審査申請

書 

建設企業について必要な書類は、「９

建設業法・・・特定建設業の許可を受

けていることを証する書類の写し」の

みと考えてよいか。また１０が欠番と

なっているが、よいか。 
 

１～６，９の書類を提出してくださ

い。 

 

８ 様式集 

Ｐ１２ 

第９号様式 

参加資格審査申請

書 

登録を証する書類の写しとあるが、登

録証の交付はされていないと思うの

で、四日市市契約資格審査申請書受領

書(受付印押印済み)の写しを添付す

ると考えてよいか。 

 

ご質問のとおりです。 
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９ 

 

 

 

様式集 

Ｐ１２ 

第９号様式 

参加資格審査申請

書 

協力業者も添付書類は必要か。 協力企業に添付書類は不要です。 

 

１０ 様式集 

Ｐ１３ 

第１０号様

式 

実績確認資料 記入欄が足りない場合は本様式に準

じて追加・作成することとあるが、実

績１件につき１枚とし、枚数に制限は

ないと考えてよいか。 

ご質問のとおりです。 

１１ 様式集 

Ｐ１３ 

第１０号様

式 

実績確認資料 実績は１件でよいか。または複数ある

場合は複数を記載するのか。 

実績が１つあれば応募者の要件を

満たすものとしますが、複数ある場

合は複数を記載してください。 

１２ 

 

様式集 

Ｐ１４ 

第 1０号様

式 

実績確認資料 提出する契約書の写しは、契約金額欄

は削除(塗りつぶし)したものでよい

か。 

ご質問のとおりです。 

１３ 様式集 

Ｐ１４ 

第１０号様

式 

実績確認資料 関連する有資格者とは、氏名及び資格

の種類を記述すればよいのか。また、

資格のコピーは必要か示されたし。 

ご質問のとおりです。 

１４ 様式集 

Ｐ１４ 

第１０号様

式 

実績確認資料 企業の業務内容の記述において、「関

与○○」とあるが、○○とは何か。 

関与業務を記入してください。 

１５ 様式集 

Ｐ１４ 

第１０号様

式 

実績確認資料 「契約書該当部分」とは、具体的に何

を指すのか。少なくとも、どのような

項目の記載が必要なのか示されたし。 

実績確認書に記載した、受託企業

名、施設名称、所在地、規模、業務

内容、業務委託期間の記載が必要で

す。 

 

１６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式集 

Ｐ１４ 

第１０号様

式 

実績確認資料 「実績を証する書類として契約書該

当部分の写し等を添付」とあるが、契

約書については通常守秘義務で、第三

者には開示できないようになってい

る。この場合、契約書以外で証明する

書類がなければどうすればよいか。 

請求書や残高確認書の写しなどでも

よいか。 

 

 

守秘義務となっている箇所につい

ては回答 15 を参照してください。

契約書以外においても実績確認書

に記載した、受託企業名、施設名称、

所在地、規模、業務内容、業務委託

期間が確認できる書類の写しを提

出してください。 

 

１７ 様式集 

Ｐ１６ 

第１２号様

式以下 

第一次提案書 一次提案書には企業名などの固有名

詞を記載してもかまわないか。 

ご質問のとおりです。 

１８ 

 

 

 

 

様式集 

Ｐ１８ 

第14号様式 

提案書２ 第二次提案書に提案スプレッドを記

載することになっているが、第一次提

案書では金利等具体的な数字を入れ

る必要はないと理解してよいか。 

ご質問のとおりです。 
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